


次
の
文
章
を
読
ん
で、

あ
と
の
設
問
に
答
え
な
さ
い。

〔
六
0
点〕

一

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）

―  1  ―



2
 

―

―

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）



3

― ―

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）



問 問

考
え
を
述
べ
な
さ
い
。
（
七
0
0
字
以
内）

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標）
』

中
央
公
論
新
社、

二
0
二
0
年。

企
業
が
S
D
G
S
へ
の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
る
理
由
は
何
か、

本
文
に
即
し
て
説
明
し
な
さ
い
。
（
二
0
0
字
以
内）

傍
線
部
「
四
方
よ
し
」

の
意
味
を
本
文
に
即
し
て
説
明
し
た
上
で、

本
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
事
例
以
外
で
具
体
例
を
挙
げ、

あ
な
た
の

た
だ
し、

出
題
の
都
合
上、

原
文
の
一

部
を
変
更
し
た
。

（
出
典）

蟹
江
憲
史
『
S
D
G
S

4
 

― ―

一二

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）









次
の
文
章
を
読
ん
で、
あ
と
の
設
問
に
答
え
な
さ
い。

〔
七

0

点〕

8 -

三

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）

―



- 9 ―

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）



-10-

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）



問 問

た
だ
し、

出
題
の
都
合
上、

原
文
の
一
部
を
変
更
し
た。

一
九
八
六
年。

（
出
典）

北
田
耕
也
『
大
衆
文
化
を
超
え
て

ー—
民
衆
文
化
の
創
造
と
社
会
教
育

||』

国
土
社、

民
衆
文
化
は、

民
俗
文
化、

上
流
文
化、

大
衆
文
化
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か、

本
文
に
即
し
て
説
明
し
な
さ
い。
（
三
0
0
字
以
内）

筆
者
が
指
摘
し
て
い
る
民
衆
文
化
の
「
相
互
連
帯」
の
機
能
に
つ
い
て、

具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
な
さ
い。
（
五
0
0
字
以
内）

-11-

一二

（
著
作
権
の
関
係
で
不
掲
載
）




